
まちづくり基本条例に関するシンポジウムについて 

 

＜経過＞ 

８月１０日   第４回亀山市まちづくり基本条例推進委員会 

   （一財）自治総合センター助成金を活用したシンポジウムの開催について提案 

         [主な意見] 

    ・条例のＰＲは今までできていなかった。シンポジウム開催はよい機会である。 

     ・内容をしっかり議論すれば、面白いイベントになるのではないか。 

  [協議結果] 

・助成金を活用したシンポジウムの開催を目指す。 

・平成３０年度シンポジウム助成事業の申請期限が９月上旬であることを踏ま 

え、具体的な内容（申請書の記載内容）については、メール等で調整する。 

 

 

８月１４日 申請内容について意見照会 

   提案いただいた申請書の内容について、メール（ＦＡＸ）にて意見照会を行う。 

   （８月２１日締め切り） 

   ［内容］ 

     開催時期：平成３０年１０月頃 （２日間） 

     開催内容：基調講演、パネルディスカッション、まちづくりの事例発表、 

ポスターセッション、分科会 

条例の趣旨を市民に周知、条例施行後の取り組みの検証、今後の 

まちづくりについて考える機会を設けることを目的に開催 

 

 

８月２１日 意見のとりまとめ 

   ［主な意見］ 

    ・市民へのまちづくり基本条例のさらなる浸透を図るため、シンポジウムの開 

催はよいＰＲの機会になる。 

    ・シンポジウムの規模が大きいので集客できるか心配である。 

    ・シンポジウムの内容について議論する会議を開催できればよかった。 

    ・シンポジウムの規模や内容について、もっと議論を重ねたほうがよい。 

    ・議論を重ね、平成３１年度の開催を目指せないか（次回申請できないか）。 

 

 

８月２５日 結果について書面にて報告 

委員全員の意向に沿った形での申請が困難であることから、次年度の助成事業を

活用したシンポジウム開催を目指し、今後の委員会や次期の委員会で議論を重ねる。 

資料５ 



＜提案いただいたシンポジウム内容（案）（主なものを抜粋）＞ 

 

事業名 亀山市のまちづくりの今後を考えるシンポジウム 

目的 

まちづくり基本条例が施行されてからの８年間の市民・議会・行政の取り組みを検証し、

条例ができて変わった事項、見えてきた問題点をあぶり出し、今後のまちづくりのため

に、何をしていかなければならないかを考え、具体的な提案を得ることを目的とする。 

開催時期 １０月頃 （２日間） 

開催場所 亀山市青少年研修センター 

参加者数 約２００人 

実施内容 

［1 日目］ 

①基調講演 

 「亀山市の市民参加のまちづくりについて」 四日市大学 岩崎恭典学長 

②パネルディスカッション 

 テーマ：亀山市まちづくり基本条例施行から８年。その振り返りと今後の課題と展望

について  

 パネラー：四日市大学 松井真理子教授（コーディネーター） 

      三重大学 岩崎恭彦教授 

      ＮＰＯ法人コミュニティシンクタンク「評価みえ」 亀山裕美子代表 

      自治会連合会、地域まちづくり協議会、市議会、地域活動団体等から１名

ずつ 

③まちづくりの事例発表 

 関係団体等から１０件程度（主催者、議会、協賛団体等） 

④ポスターセッション 

 ③の事例発表、市民活動応援制度登録団体等 

[２日目] 

⑤分科会 

 テーマを５つ程度設定し、開催 

 テーマ：世代間のギャップとまちづくり、市民活動応援券制度の今後、協働のまちづ

くり、まちづくりの人材育成、亀山市における中間支援組織のあり方 

⑥分科会成果発表 

 各座長より 

⑦シンポジウム総括 

 実行委員長より 

その他 
亀山市まちづくりの今後を考えるシンポジウム実行委員会を立ち上げ運営を行う。 

事務局はまちづくり基本条例推進委員会とする。 



＜参考＞ 

 一般財団法人自治総合センターシンポジウム助成事業 

 目的：活気に満ちた地域社会づくりの推進を図ることを目的とする。 

 助成対象事業： 

  １．助成対象事業は、地方公共団体が企画するシンポジウムとし、その内容は「パネルディス

カッション（必須）」、「基調講演」、「事例発表」、「展示会」等とする。 

  ２．助成対象事業のテーマは任意のものとするが、地域住民等広く一般の者が参加できるもの

であること。 

  ３．助成対象事業は、国の補助金の交付を受けない事業で、助成金の交付決定があった年度に

完了するものであること。 

 助成金：１事業につき３００万円を限度とする。 

 助成対象経費： 

  １．パネリスト等謝金、旅費交通費 

  ２．食糧費 

  ３．会場設営費 

  ４．ポスター、チラシ、プログラム、看板、横断幕等制作費 

  ５．広告費 

  ６．保険料 

  ７．委託費 

 助成対象外経費： 

  １．職員及び実行委員会関係者の賃金、時間外手当等の人件費 

  ２．備品費 

  ３．造営費 

  ４．賞金・賞品代（記念品程度なら可） 

  ５．シンポジウムのテーマと直接関連のない企画、プログラムに係る経費 

 

 


